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交
通
運
賃
の
割
引
 

福
祉
機
器
の
給
付
・
貸
与
 

障
害
の
あ
る
人
の
手
当
な
ど
 

障
害
の
あ
る
人
の
外
出
支
援
 

２
　
介
護
用
自
動
車
購
入
な
ど
助
成 

　
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育

手
帳
を
持
っ
て
い
て
、
車
い
す
・

ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
を
使
用
し

移
動
に
介
護
が
必
要
な
人
に
、
自

動
車
を
リ
フ
ト
付
な
ど
に
改
造
す

る
経
費
か
、
改
造
さ
れ
た
自
動
車

を
新
規
に
購
入
す
る
経
費
を
助
成

し
ま
す
（
助
成
金
に
上
限
あ
り
）
。

事
前
申
請
が
必
要
で
す
。 

               

１
　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
利
用 

　
身
体
障
害
者
（
児
）
知
的
障
害

者
（
児
）
が
日
常
生
活
に
支
援
が

必
要
な
場
合
、
家
事
、
介
護
な
ど

の
支
援
を
し
ま
す
。 

２
　
障
害
者
（
児
）
短
期
入
所 

　
保
護
者
が
病
気
な
ど
で
障
害
の

あ
る
人
の
世
話
が
で
き
な
い
と
き

な
ど
、
保
護
者
に
代
わ
り
施
設
な

ど
で
預
り
、
世
話
を
し
ま
す
。 

３
　
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス 

　
重
度
身
体
障
害
者
の
自
立
支
援
、

生
活
改
善
、
身
体
機
能
の
維
持
向

上
の
た
め
、
通
所
で
の
機
能
訓
練
、

各
種
作
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
ま
す
。 

４
　
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
利
用 

　
通
院
や
社
会
参
加
す
る
場
合
に

利
用
で
き
ま
す
。 

   

●
高
齢
者
・
障
害
者
サ
ー
ビ
ス 

　
市
福
祉
課 

　
　
1
２
６
―
５
９
４
２ 

　
市
保
健
福
祉
部
邑
久
分
室 

　
　
1
２
２
―
１
８
１
０ 

　
市
牛
窓
支
所
保
健
福
祉
課 

　
　
1
３
４
―
３
４
３
３ 

●
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス 

　
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
じ
さ
い 

　
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
１
７
４
５
―
１ 

　
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
じ 

　
　
さ
い
の
お
か
牛
窓
内
） 

　
　
1
３
４
―
６
３
６
６ 

　
邑
久
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー 

　
瀬
戸
内
市
邑
久
町
箕
輪
２
６
６
―
１

　
（
老
人
保
健
施
設
邑
久
ナ
ー
シ 

　
　
ン
グ
ホ
ー
ム
内
） 

　
　
1
２
２
―
９
５
０
３ 

　
長
船
荘
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー 

　
瀬
戸
内
市
長
船
町
服
部
１
１
４
１ 

　
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
長
船 

　
　
荘
内
） 

　
　
1
２
６
―
４
７
７
２ 

  

１
　
公
共
交
通
機
関
運
賃
の
割
引 

　
身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳

を
持
っ
て
い
る
人
が
公
共
交
通
機

関
を
利
用
す
る
場
合
、
手
帳
を
提

示
す
れ
ば
運
賃
の
割
引
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

【
手
帳
提
示
場
所
】 

　
Ｊ
Ｒ
を
利
用
す
る
場
合
は
駅
の

窓
口
（
単
独
利
用
の
場
合
は
１
０

１
㌔
以
上
に
限
る
）
。
バ
ス
の
場

合
は
料
金
支
払
時
。 

２
　
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
割
引 

　
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
と
き
は
、

手
帳
を
提
示
す
れ
ば
運
賃
の
１
割

が
割
り
引
か
れ
ま
す
。 

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
か
、

療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ
を

持
っ
て
い
る
人
が
申
請
す
れ
ば
、

市
は
瀬
戸
内
市
福
祉
タ
ク
シ
ー
利

用
券
を
発
行
し
、
タ
ク
シ
ー
料
金

の
助
成
を
行
い
ま
す
。
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

   

１
　
身
体
障
害
者
（
児
）
補
装
具 

　
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い

る
人
は
、
義
手
・
義
足
・
つ
え
・

補
聴
器
・
車
い
す
・
歩
行
器
な
ど

日
常
生
活
に
必
要
な
器
具
の
交
付

や
修
理
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
所
得

税
額
に
応
じ
て
自
己
負
担
が
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

２
　
日
常
生
活
用
具
の
給
付
・
貸
与 

　
身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳

を
持
っ
て
い
る
人
な
ど
に
、
特
殊

寝
台
・
入
浴
補
助
用
具
・
歩
行
支

援
用
具
な
ど
、
日
常
生
活
に
必
要

な
用
具
を
給
付
し
て
い
ま
す
。
所

得
税
額
に
応
じ
て
自
己
負
担
が
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

３
　
電
動
車
い
す
な
ど
の
購
入
費
助
成 

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
を

持
っ
て
い
る
人
に
、
電
動
車
い
す
を

購
入
す
る
費
用
の
２
分
の
１
を
助

成
し
ま
す（
助
成
額
に
上
限
あ
り
）。 

４
　
重
度
身
体
障
害
者
住
宅
改
造
助
成 

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
を

持
っ
て
い
る
人
が
、
自
宅
で
暮
ら

し
や
す
い
よ
う
に
改
造
す
る
場
合
、

助
成
対
象
工
事
に
必
要
な
費
用
の

３
分
の
２
を
助
成
し
ま
す
（
助
成

額
に
上
限
あ
り
）。 

　
支
給
決
定
前
の
工
事
着
工
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

５
　
Ｉ
Ｔ
機
器
活
用
支
援 

　
上
肢
障
害
か
視
覚
障
害
１
〜
３

級
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て

い
る
人
が
、
障
害
に
対
応
し
た
Ｉ

Ｔ
機
器
関
連
周
辺
機
器
、
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
を
購
入
す
る
場
合
、
直
接

要
し
た
費
用
の
３
分
の
２
を
助
成

し
ま
す
（
補
助
額
の
上
限
、
所
得

制
限
あ
り
）
。
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

   

１
　
特
別
児
童
扶
養
手
当 

　
身
体
や
精
神
に
中
度
以
上
の
障

害
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
育

て
て
い
る
父
母
か
養
育
者
に
、
扶

養
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
い
ず
れ

も
手
当
月
額
は
障
害
が
重
度
の
場

合
は
５
０
，
９
０
０
円
、
中
度
の

場
合
は
３
３
，
９
０
０
円
（
所
得

制
限
あ
り
。
金
額
は
Ｈ
１６
・
４
・

１
現
在
）。 

２
　
特
別
障
害
者
手
当 

　
常
時
特
別
の
介
護
が
必
要
な
在
宅

で
最
重
度
の
障
害
が
あ
る
人
に
、
手
当

を
支
給
し
ま
す
（
所
得
制
限
あ
り
）。 

３
　
障
害
児
福
祉
手
当 

　
在
宅
で
重
度
の
障
害
が
あ
る
児

童
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
（
所
得

制
限
あ
り
）。
手
当
月
額
は
１
４
，

４
３
０
円
（
Ｈ
１６
・
４
・
１
現
在
）。 

４
　
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
年
金

　
　
の
支
給 

　
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４
級
か

療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
で
、

基
準
日
（
毎
年
４
月
１
日
）
以
前

に
引
き
続
き
１
年
以
上
市
内
に
居

住
し
、
当
該
障
害
で
支
給
さ
れ
る

国
な
ど
か
ら
の
公
的
年
金
を
受
け

て
い
な
い
人
で
、
厚
生
労
働
省
設

置
法
の
規
定
の
国
立
ハ
ン
セ
ン
病

療
養
所
に
入
所
し
て
い
な
い
人
に
、

毎
年
７
月
に
年
金
を
支
給
し
ま
す
。

障
害
の
程
度
な
ど
で
支
給
額
は
変

わ
り
ま
す
。 

   

１
　
身
体
障
害
者
自
動
車
運
転
免 

　
　
許
取
得
・
自
動
車
改
造
助
成 

　
身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳

を
持
っ
て
い
る
人
が
、
自
動
車
運

転
免
許
を
取
得
す
る
場
合
は
、
直

接
要
し
た
費
用
の
３
分
の
２
を
助

成
。
自
動
車
を
改
造
す
る
場
合
は
、

直
接
要
し
た
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

事
前
申
請
が
必
要
で
す
（
そ
れ
ぞ

れ
助
成
金
に
は
上
限
あ
り
）。 

障
害
の
あ
る
人
の
在
宅
 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
 

相
談
・
受
付
先
 

高齢者・障害者 
の皆さん 

福祉サービスを 
ご利用ください 

　岡山県では、高齢者や障害をお持ちの人に、リハビリテーション

を通じて支援する事業を行っています。 

　岡山地域（瀬戸内市ほか４市町）では「岡山あさひ病院」が窓口と

なり、次のような活動をしています。電話・FAX・メールで、お気

軽にお問い合わせください。 

　○リハビリテーションについての相談や質問にお答えします。 

　○健康教室を開催したり、地域の教室へ講師を派遣します。 

　○リハビリに関係するいろいろな情報を紹介します。 

　○研修会や技術指導を行います。 

■問い合わせ先 

　岡山地域リハビリテーション広域支援センター（岡山あさひ病院内） 

　1０８６－２７２－９９１１ 

　ＦＡＸ　０８６－２７２－９９１５ 

　Ｅメール　kouik i r iha1@kou ik ish ien-okayama. jp  

　※電話は月～金曜日（祝日を除く）の午前９時～午後５時、ＦＡＸ・

　　メールは終日受け付けます。 

岡山地域リハビリテーション広域支援センター 

介護用自動車 

歩行を助ける手すり 


